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令和８年度未来を創る学力向上支援事業に係る大分県学力定着状況調査（学習到達度調査） 

委託契約募集要項 

 

１ 趣 旨 

  大分県が発注する「大分県学力定着状況調査（学習到達度調査）」を委託する事業者の選定に関
し、提案競技に参加しようとする者が遵守しなければならない事項を定める。 

 

２ 契約に付する事項 

（１）契約名 

   「令和８年度大分県学力定着状況調査（学習到達度調査）委託契約」 

（２）契約期間 

      令和８年４月１日から令和８年８月３１日 

（３）業務概要 

   別紙「委託仕様書」のとおり 

（４）委託限度額 

   ２９，５０２，０００円（消費税込み） 

（５）契約方法 

      随意契約 

      ※根拠法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定を準用する。 

         随意契約ガイドライン１－（１９） 

         （随意契約理由）提案競技による。 

（６）本事業は現在予算要求中であり、委託事業の実施については予算成立が条件となる。 

 

３ 参加資格 

  次の基準をすべて満たしている者 

（１）法人格を有する団体であって、受託業務について十分な業務遂行能力を有し、適正な経理執行
体制を有すること。 

（２）書類の提出期限において、現に大分県の指名停止の措置を受けている者でないこと。 

（３）宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者ではないこと。 

（４）特定の公職者（その候補者を含む。）又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的と
する者ではないこと。 

（５）自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、
その経営に実質的に関与していない者であること。 

  ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条
第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

  イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

  ウ 暴力団員が役員となっている事業者 

  エ  暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者 

  オ  暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料等の購入契約を締結
している者 

  カ  暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者 

  キ  役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関
係を有している者 

  ク  暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

（６）本業務の遂行にあたり、申請者からの要望や県との協議に応じ迅速かつ円滑に対応ができるこ
と。 

 

４ 応募方法 

（１）提出書類等 

   以下の①を１部、②～④を８部提出すること。②～④は様式任意とする。 

   ① 提案競技参加申込書（様式１） 

   ②  企画提案書 

   ③ 見積書 

   ④ 会社概要等、この事業を担当する体制を示すもの 

（２）提出期限 

   ①の提案競技参加申込書（様式１）については 

   令和８年２月９日（月）１７時００分必着（メール、FAX 可） 

   ②～④の書類については令和８年２月１０日（火）１７時００分必着 
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（３）その他 

   ① 応募書類等は返却しない。 

   ② 応募及び審査会に係る費用は応募者の負担とする。 

   ③ 企画提案書の提出は郵送又は直接持参とする。 

   ④ 質問受付期間は令和８年２月４日（水）までとし、質問があった場合、随時、回答 

     を大分県教育委員会ホームページに記載する。 

 
５ 提案競技審査会について 

（１）日 時 

      令和８年２月１６日（月）※時刻については別途連絡する。 

（２）場 所 

   大分県庁舎別館８６会議室 

（３）提案方法 

   １社につき持ち時間２０分とし、企画書についての説明を行う。 

 

６ 審査方法及び結果通知 

（１）審査方法 

  以下の選定基準に照らし、最もふさわしい調査問題を採用する。 

① 教員が児童生徒一人一人の学習状況を把握し、個に応じた指導の具体的方策を立てるための
データが得られること。 

ア 児童生徒個々の正答率 

イ 全国基準に照らした偏差値 

ウ  学習指導要領(目標値)に照らした、項目別（観点、領域）正答率 

エ 小問ごとの正答率、正誤内容 

オ 個々の学習状況に応じた学習の手立て（復習用教材等） 

 

② 県全体の学力状況を分析し、大分県教育委員会ホームページに掲載することから、信頼性、
妥当性の高い学力調査であること。 

   ア 全国及び県内の実施実績 

   イ 年度ごとに異なる調査問題 

   ウ 問題構成（学習指導要領における各教科の内容項目を網羅しており、「知識・技能」に関
する問題及び「思考・判断・表現」に関する問題を一体的に出題すること。） 

 

③ 県内全ての小学校第５学年及び中学校第２学年を対象に実施することから、次の要件を満た
すこと。 

   ア 実施の手引き 

   イ 内容、難易度、時間配分等が適切な調査問題 

   ウ 個人票及び学校、市町村単位の分析資料の提供 

 

④ 県内全ての小学校第５学年及び中学校第２学年を対象に、配送・実施・回収・採点・データ
入力等をすることから、次の要件を満たすこと。 

   ア 本事業の業務量に遅滞なく対応できる執行体制やその要員数、指揮命令系統 

 

（２）その他 

   選定に係る業者資料については、県に帰属する。 

 

（３）結果通知 

   審査結果は提案競技参加団体に文書で通知する。 

 

７ 契約 

審査結果に基づき、最上位者と契約する。ただし、企画書の提出期限後に契約予定者が参加資格
の条件に該当しなくなった場合、大分県の指名停止の措置を受けた場合、又は辞退を申し出た場合
は、次順位以降の者と契約を締結することがある。 

 

８ 問い合わせ及び提出先 

   〒８７０－８５０３ 大分市府内町３丁目１０番１号 

   大分県教育庁義務教育課学力向上支援班 

   Tel （０９７）５０６－５５１９ Fax （０９７）５０６－１７９５ 

   E-mail：kugimiya-rie@oen.ed.jp 


